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「愛知県に避難された方の支援のあり方を考えるためのアンケート調査」の結果概要

名古屋大学　黒田由彦

　本年5月に実施した表題のアンケート調査の際には、ご協
力をいただき、誠にありがとうございました。調査結果の概
要を報告いたします。
　まず最初に、被災時の住所を都道府県別で見ると、図１の
とおりです。回答して下さった方は、1都7県にわたります。
岩手県、宮城県、福島県の東北３県で94％を越えます。前回
（2011年6月、愛知県被災者支援プロジェクトチーム実施、
以下「前回調査」と略称）は、岩手県11％、宮城県26％、
福島県59％でした。ちなみに、2012年5月11日時点で県受入
被災者登録制度の登録状況は、岩手県9％、宮城県23％、福島県が59％ですので、アンケート調
査の結果と大きな乖離はないと判断されます。
 　被災時の住所を市町村別で見ると、福島第一原発事故の警戒地域が9％、一部が警戒地域が
20％で、それ以外の福島県内が43％、それ以外が29％です。立ち入りが制限・禁止された地域か
ら避難してきた人が全体の約3割を占めています。
　現住所は愛知県全域に散らばっており、前回調査と同様の結果でした。現在の住居形態を図２
に示します。何らかの形で家賃補助のある住居に住んでいる人が半数以上を占めている。図３は
家族類型です。この家族類型を被災時住所都県別に見たのが図４です。母子・父子の家族が福島県
に多いことが見て取れます。被災地に家族のどなたかがまだ残っているかを被災時居住都県別に
見たのが表５です。やはり福島県が多くなっていますが、岩手県も同様に多いことがわかります。
　次に、愛知県に避難した理由を尋ねた結果が、表６です。親や親戚の勧め、自分や家族が以前
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表４



住んでいた人が多いですが、福島とその他
の都県の場合、放射能を避けるために愛
知県を選んだ人が多いという結果となっ
ています。
　アンケート調査の時点で、被災前に住ん
でいた市町村に戻るかどうかを尋ねたと
ころ、「はい」と回答した人が30％、
「いいえ」が70%でした。後者について

その理由を被災時居住都県別に尋ねた結果が表７です。復興のめどがたっていないと回答した人
が岩手県に多く、他方、放射能による被曝を避けるためと回答した人が福島県、その他の都県が
多いのが特徴です。宮城県は中間的な性格を示しています。
　表８は、被災時居住都県別にこの先定住する場所についてどのようにお考えかを尋ねた結果で
す。総じて、愛知県に定住すると考えている人と現時点ではわからないと回答する人に分かれてい
ます。
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　愛知県被災者用賃貸住宅借上制度を利用している人に対して、2年後家賃が発生したときの見通
しを尋ねたところ、79名の方から回答を頂きました。払える見通しがあると回答した人は18％、
払える見通しがないが28％、いまのところわからないが37％、その他が18％という結果でした。
家賃負担に不安を抱えている家計の状況がうかがえます。毎月の家計の状態について尋ねたとこ
ろ、余裕があると回答した人は2％、余裕はないが生活はできるが57％、ぎりぎり生活できる水準
が22％、足りないが20％でした。ぎりぎり生活できる水準と足りないを合わせると42％となり、
4割の家庭で厳しい状況にあることがわかります。

　では、どのように生活費を工面しているかを見たのが表
９です。割合で多いのは、貯金の取り崩し、自ら働いて得
た収入であり、次いで東京電力からの賠償金、家族からの

送金が続いています。なお、収入先の数が１つだけと回答した人は38％で、あとの62％が複数の
収入先があると回答していおり、複数の収入を組み合わせながら、生活していることがうかがえ
ます。
　貯金を取り崩すことは家計にとって好ましいことではないことを考え、貯金の取り崩しをしてい
る人とそうでない人で、家計の状況がどうかを見たのが表10です。そこから、貯金を取り崩して

いる家庭の方が家計に余裕がない
状態であることが浮かびあがって
きます。
　家計にとどまらず様々な問題に
直面していると予想されますが、
どのような支援や情報が必要かを
複数回答で尋ねた結果が表11で
す。3割以上の方が必要だとお考
えの支援が、住宅支援、健康・福
祉に関する支援、被災地の復興状
況に関する情報提供、支援制度に
関する情報提供、身近な地域の医
者や店の情報提供の５つです。四
分の一以上の方が必要だとお考え
の項目が、生活用品の提供、子供
の学習支援、就労支援、賠償請求
に関する情報提供・相談、なんで
も気軽に話したり、相談できたり
する相手や場所、離れて暮らす家
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表10



族の食生活や健康、日常生活への支援の６つとなっています。
　避難している方同士の交流会については、ほとんどの方（94％）が認知していますが、参加し
たことがあるかどうかについては、参加したことがあると回答した人が43％、参加したことがな
いが57％と分かれています。今後、交流会に参加しますかとお尋ねしたところ、参加すると回答

した方が48％、参加し
ないが52％とやはり態
度は割れています。交流
会への参加経験の有無と
今後の参加するかどうか
のクロス集計が表12で
す。参加した経験がある
人はこれからも参加する
と回答し、参加した経験
のない人はこれからも参

加しないと答える傾向のあることが明らかで
す。
　今後も交流会に参加しないと回答した人
に、その理由を複数回答で尋ねた結果が表13
です。比率の高い項目を挙げると、開催場所
が遠く、交通手段がないが38％、仕事や子ど
もの部活動で日時があわないが約26％、自分
は参加する対象にあてはまらないが約22％、
場の空気があわないが約20％、被災者という
立場に抵抗があるが約20％、です。最初の二
つからは、交流会そのものに対しては興味は
あるけれども、都合がつかないので参加して

いないだけという事情が読み取れます。最後の二つ
については、交流会そのものに消極的な気持ちが示
されていると解釈できます。
　交流会の意義について複数回答で尋ねた結果が表
14です。やはり同郷の人たちとのコミュニケーショ
ンを挙げる方が約54％と一番多く、現在の生活の情
報交換が約52％、被災者同士のネットワークづくり
が約46％となっています。

　紙幅の関係でここでは紹介できませんが、自由回答欄に沢山の方々からご意見やいまのご心境
をお書きいただきました。近々作成する報告書には掲載する予定です。
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